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令和５年度 第２回 鹿角市農業委員会総会議事録 

 

１ 開催日時 令和５年５月１１日（木） 午後２時００分 

２ 開催場所 鹿角市役所 第一委員会室 

３ 出席委員 (１２名) 

    １番  田 口    元        ２番  小笠原  正 光 

    ３番  中 村  和 廣        ４番  安 保  春 喜 

    ５番  石鳥谷  義 行        ７番  阿 部    聖 

    ８番  福 島  美紀子        ９番  成 田  彩 子 

   １０番  阿 部  弘 子       １１番  児 玉  廣 進 

   １２番  栁 沢    誠       １３番  兎 澤  悦 雄 

４ 欠席委員 （１名） 

    ６番  高 谷  秀 和 

５ 議事日程 

    第１ 開 会 

    第２ 会長挨拶 

    第３ 会務報告 

    第４ 議事録署名委員の選出 

    第５ 議案審議 

     報告第２号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

     議案第５号 農地法第３条の規定による許可申請について 

     議案第６号 農地法第５条の規定による許可申請について 

     議案第７号 非農地証明申請について 

     議案第８号 鹿角市農用地利用集積計画（案）について 

    第６ その他 

    第７ 閉 会 

６ 事務局職員 

   事務局長   山 﨑  孝 人       主  幹   阿 部  友美範 

   主  任   栁 澤  将 太 

 

７ 議事録署名委員   ７番  阿 部    聖  委員 

            ８番  福 島  美紀子  委員 

 

８ 会議の概要 

事 務 局 長  それでは、修礼を行いますので、ご起立願います。 

 修礼、礼。ご着席願います。 

 ただいままでの出席委員数をご報告申し上げます。 

 委員１３名中、出席１２名であります。欠席は、６番高谷委員であります。したが

いまして、農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定による定足数を満たして

いることから、本会議は成立いたします。 



 ただいまより鹿角市農業委員会第２回総会を開催いたします。 

 開会に当たりまして、会長よりご挨拶があります。よろしくお願いします。 

会 長 【挨拶】 

事 務 局 長  会長、大変ありがとうございました。 

 それでは、ここから鹿角市農業委員会規則第１１条の規定により、会長が議長を務

めます。よろしくお願いします。 

議 長  それでは、事務局より会務報告をいたします。 

事 務 局 長 【会務報告の資料を基に朗読】 

 

 会務報告につきましては以上です。 

議 長  会務報告ですので、ご了承願いたいと思います。 

議 長  それでは、次に、議事録署名委員の選出についてお諮りいたしますが、私にご一任

願いたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

委 員 一 同 （「異議なし」の声） 

議 長  ないようですので、私から指名させていただきます。 

 ７番阿部 聖委員、８番福島委員を指名いたします。 

 なお、本日の会議書記には事務局職員の阿部主幹、栁澤主任を指名いたします。 

 よろしくお願いをいたします。 

議 長  それでは、最初に、報告第２号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、

事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案の２ページをお開きください。 

 報告第２号農地法第１８条第６項の規定による通知について。 

 農地法第１８条第６項の規定による通知が別紙各号のとおりだったので、これを報

告します。 

 農地別内訳ですが、１１件、田んぼが２７筆、５万８，９６４㎡、畑が２筆、３，

８４８㎡です。 

 ３ページをお開きください。 

 

 第１８条第６項 

 【受付番号１０番から２１番を議案書を基に朗読】 

 

議 長  ただいま説明が終わりましたけれども、ご質問があればご発言願います。 

委 員 一 同 （「なし」の声） 

議 長  よろしいですか。それでは、ないようですので、本案を承認することにご異議ござ

いませんか。 

委 員 一 同 （「なし」の声） 

議 長  そのように承認します。 

議 長  次に、議案第５号 農地法第３条の規定による許可申請について、事務局の説明を

求めます。 

事 務 局  ７ページをお開きください。 



 議案第５号 農地法第３条の規定による許可申請について。 

 農地法第３条の規定による許可申請が別紙各号のとおりだったので、意見を求めま

す。 

 農地別内訳ですが、賃借権の設定が１件、田んぼが１筆、６，４３０㎡、所有権移

転の無償が３件、田んぼが３筆、８，２５８㎡、畑が３筆、７，０４９㎡です。 

 ８ページをご覧ください。 

 

 第３条 

 【受付番号９番を議案書を基に朗読】 

 

 こちらですけれども、利用権からの切替え、前は利用権で借りていたんですけれど

も、利用権の要件を満たしていないために、農地法第３条で借りるということになっ

ております。 

 

 【受付番号１０番から１１番を議案書を基に朗読】 

 

 この受付番号１０番と１１番ですけれども、自作地相互の交換ということになって

おります。 

 

 【受付番号１２番を議案書を基に朗読】 

 

 こちら、先ほど借入れしておりました農地の譲渡となります。 

 続きまして、こちらの現地確認の一覧表をご覧ください。 

 受付番号９番から１２番ですけれども、４月２８日に現地で確認いただきまして、

いずれも支障なしと判断いただいております。 

 以上です。 

議 長  ただいま事務局の説明が終わりましたけれども、ここで現地確認を行った委員より

補足があれば発言をしていただきたいと思います。２番の小笠原委員はどうですか。 

小笠原委員  ２番小笠原です。受付番号９番から１２番でございますが、現状も記載どおりでご

ざいましたので支障なしだと思います。 

議 長  ご苦労さまでした。ほかの委員より何かご質問があればご発言をいただきたいと思

います。何かございませんか。よろしいですか。 

委 員 一 同 （「なし」の声） 

議 長  それでは、ないようですので、本案を許可することにご異議ございませんか。 

委 員 一 同 （「なし」の声） 

議 長  そのように決定します。 

議 長  次に、議案第６号 農地法第５条の規定による許可申請について、事務局の説明を

求めます。 

事 務 局  １０ページをお開きください。 

 議案第６号 農地法第５条の規定による許可申請について。 



 農地法第５条の規定による許可申請が別紙各号のとおりであったので、意見を求め

ます。 

 農地別内訳ですが、永年が４件、田んぼが 1 筆、５，５７６㎡、畑が３筆、４，３

３７㎡、一時転用が１件、畑が１筆、２，０００㎡です。 

 １１ページをお開きください。 

 

 第５条 

 【受付番号４番から８番を議案書を基に朗読】 

 

 続きまして、こちらの位置図をご覧ください。 

 受付番号４番ですけれども、昨年度１２月にボーリング調査を行った箇所の土地を

全部借りるということで申請が上がってきております。 

 ２ページを開いていただきますと、このような形で利用計画図が上がってきており

ます。工作物、蓄電池とかを置くのが②番工作物と書いてある３４３．２㎡というと

ころになります。それ以外の事務所ですとか作業用道路、メンテナンススペースを電

池のために必要だということで、このぐらい面積を取りたいとの申請です。メンテナ

ンススペースがあまりにも広すぎるんじゃないかと質問したところ、２４ｍくらいの

重機を使って物を運ぶので、その面積が１，２００㎡ぐらい必要だということでの申

請です。あとは雪捨て場もこの田代平は雪降りますので、そのためのスペースも必要

だということで、今回は特殊な許可の内容で土地収用法、農地転用、農地法の中でも、

例えば公共事業を行う際に使う法律なんですけれども、その土地収用法の中に載って

いることであることと、また、かつ電気通信事業法という、以前国の電気通信事業法

の担当と県と土地収用法の担当に伺ったところ、確かに法律上は該当しているという

ことで回答をいただいておりますので、事務局のほうでも許可相当ではないかと考え

ております。 

 続きまして、３ページをご覧いただきたいと思います。 

 受付番号５番。こちらは旧店舗の向かい側にある農地となります。東と西側には住

宅が建っている農地となっております。 

 次、４ページを開いていただきますと、このような形で利用計画図が上がってきて

おります。旗竿地なんですけれども、一応建築基準法でも接道要件を満たしていると

いうことで家は建てれるということで確認しております。 

 続きまして、５ページをお開きください。 

 受付番号６番です。お寺を東側に上っていきました集落の中の農地となります。 

 ６ページをめくっていただきますと、利用計画図がこのように提出されています。

申請地の西側には、今回の申請者さんの居住地が前に申請されておりまして既に許可

されております。その家の後ろにある畑に農機具ハウスと農用施設を建てたいという

ことで今回申請が上がってきております。申請者は法人の経営者ですので、これぐら

い農地のために施設が必要だということで伺っております。 

 続きまして、７ページをお開きください。 

 商業店舗の西側にある農地が今回申請地で上がってきております。この格子状の土



地の東側ですけれども、令和３年に宅地転用で１度許可している農地となっておりま

す。 

 次、８ページで、令和３年に許可したところに隣接している関係上、都市計画法の

開発行為の申請も必要となってきております。そのために、西側に緑地を設けて開発

行為に載るような形で今回上がってきております。 

 続きまして、９ページをご覧ください。 

 こちら一時転用となります。高校の東側に位置してある農地となります。１０ペー

ジを開いていただきますと利用計画図がこのように上がってきております。何のため

に使うかといいますと、高校の改修工事の関係でプレハブを置きたいと、置いて作業

員の詰所としたい、ということで話を伺っております。こちらの農地ですけれども、

全部事項証明書を確認したところ地役権がついておりまして、その打合せも特段、あ

まりに大きい建物を置かなければいいよということで同意をいただいておりましたの

で、今のところ問題はないと感じてます。また、こちら農業法人で借りておりました

けれども、そちらからも利用しても問題はないと同意書を頂いておりますので、利用

には支障ないと考えております。 

 続きまして、一覧表をご覧いただきたいと思います。 

 １ページ、２ページにまたがっておりまして、受付番号４番から８番につきまして、

申請は妥当ではないかと考えております。それ以外につきましてもいずれも申請は妥

当だと報告をいただいております。 

 以上です。 

議 長  ただいま説明が終わりましたけれども、ここで現地確認を行った委員より補足があ

れば発言をしていただきたいと思います。２番の小笠原委員はどうですか。 

小笠原委員  ２番小笠原です。 

 受付番号４番に関しては、毎回上がっていた案件でございますので支障はございま

せんでした。 

 受付番号５番ですが、近くに幼稚園があり、写真で見れば今はもっと住宅建ってて、

だんだん住宅街になっていくのかなというそういう場所でございます。 

 受付番号６番でございますが、６番の人もちょっと知っている人なんですけれども

一生懸命農業をやっていて、その後ろのほうに作業小屋というかハウスを建てるとい

うような話でございますので支障はないと思います。 

議 長  それから、５番の石鳥谷委員はどうですか。 

石鳥谷委員  ５番石鳥谷です。事務局の説明のとおりであれば問題ないと考えております。 

 以上です。 

議 長  ご苦労さまでした。それから、もう一方、８番福島委員はどうですか。 

福 島 委 員  福島です。栁澤さんの説明のとおりでしたし、石鳥谷さんのお話のとおりです。問

題ありません。 

議 長  ご苦労さまでした。それでは、ほかの委員より何かご質問があれば、ご発言願いま

す。安保委員。 

安 保 委 員  ４番安保ですけれども、契約年数とかって関係ないものですか。 

事 務 局  ないです。一応想定では５年なんだけれども、今後も使う可能性があるので、永年



にしてくださいということで、今回は一時転用じゃなくて永年です。 

安 保 委 員  永年になれば、地目は畑のまま。 

事 務 局  今回は賃貸借契約なので地目は変わるんですけれども、売買ではないので。その後

は、事業が終わった後、その後は農地転用の廃止届というのを出していただいて農地

に戻していただければ農地に戻ります。 

安 保 委 員  雑種地になって、使わなくなって畑に戻ったら畑というのに戻せるということ。 

事 務 局  そうです。戻せます。 

安 保 委 員  分かりました。 

議 長  この電池は風車で発電したものを貯めるのか。 

事 務 局  そうですね。ちょっと地図を見ていただくと、ちょっとここ薄いんですけれども、

前に追認しましたプロペラ、風車の発電した電気をここに引っ張ってきて貯めるとな

ります。 

議 長  でかいのは１つでなくて。 

事 務 局  そうですね。３つか４つを置いて充電に使って、そのたまった電気を売るというこ

とになっています。 

議 長  ほかには何かございませんか。いいですか。この際、聞いておきたいことがあれば。

ないですか。 

委 員 一 同 （「なし」の声） 

議 長  それでは、ないようですので、本案を許可することにご異議ございませんか。 

委 員 一 同 （「なし」の声） 

議 長  そのように決定します。 

議 長  それでは、次に、議案第７号 非農地証明申請について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  １３ページをお開きください。 

 議案第７号 非農地証明申請について。 

 非農地証明申請が別紙各号のとおりであったので、意見を求めます。 

 農地別内訳ですが、件数が２件、畑が２筆、１，６７９㎡です。 

 １４ページをお開きください。 

 

 非農地証明 

 【受付番号１番から２番を議案書を基に朗読】 

 

 続きまして、位置図をご覧ください。 

 位置図の１１ページをお開きください。 

 集落の西側にある台地の上にある農地となります。申請地の周りを見ていただきま

すと周りも山林化しておるところですので、特段直接周りの畑には影響ないのかなと

考えております。 

 続きまして、１２ページをお開きください。 

 別の集落の中に位置してある農地なんですけれども、こちらも周りが山林化してお

りまして、ここの農地が山林で、特段周りの農地には影響ないのかなと考えておりま

す。 



 続きまして、一覧表の２ページをお開きください。 

 受付番号１、２番につきまして２班に確認いただきまして、いずれも申請は妥当だ

と判断いただいております。 

 以上です。 

議 長  ただいま説明が終わりましたけれども、こちらも現地確認を行った委員より補足が

あれば発言をいただきたいと思います。５番の石鳥谷委員はどうですか。 

石鳥谷委員  ５番石鳥谷です。この裏の山なんですけれども、もう山林化していて、もう車も、

人もなかなか入っていけるような状態でないところでして、まず周りには全然影響の

ない場所でした。特に問題にないと思います。 

議 長  この白いところは耕作されている畑、農地はあるんですか。 

事 務 局  この申請地の東側は、やっているんですけれども、やはり大分今の申請地の周りは

やらなくなってきた。今耕作しているところもなんですけれども、昔はリンゴ畑の写

真は写ってるんですけれども、やっぱり現地に行くともうそれが切られて、そば畑に

なってきたのかなと私は見てきておりました。 

議 長  もう一方、福島委員はどうですか。 

福 島 委 員  ここ、この耕作されているところは平らそうに見えますけれども、この申請地につ

いてはちょっと段差のある傾斜地でしたので、平らなところだけは働きやすく働いて

いたんでしょうけれども、やっぱりそういう不便のあるようなところは働けなくなっ

たというか、手がつけられなくなってこのような状況になっていると思いました。 

議 長  ほかの委員より何かお聞きになりたい点ありましたら、ご発言願います。 

安 保 委 員  すみません。 

議 長  安保委員。 

安 保 委 員  ２番ですけれども、事務局が話をしたように高台にありまして、そこの周りは山林

化していることと、上っていくには人しか歩いていけない高台で神社が側にあります。

なので、全く問題ないと思います。 

議 長  この図面上黒っぽいところは、全部林にもうなってると。 

安 保 委 員  なってました。一部栗林、栗畑。栗は畑でいいのかな。 

事 務 局  畑で大丈夫です。 

安 保 委 員  栗畑になっていて熊がよく出ると下の人が言ってましたので問題ないように思いま

した。 

議 長  ほかの委員より今説明がありましたけれども、何か聞きたいことあればご発言願い

ます。 

委 員 一 同 （「なし」の声） 

議 長  よろしいですか。それでは、本案を承認することにご異議ございませんか。 

委 員 一 同 （「なし」の声） 

議 長  そのように決定します。 

議 長 次に、議案第８号 鹿角市農用地利用集積計画（案）について、事務局の説明を求め

ます。 

事 務 局  １５ページをお開きください。 

 議案第８号 鹿角市農用地利用集積計画（案）について。 



 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律附則第５条の改訂により、改正前

の農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により、別紙のとおり市長より諮問

があったので、この処理について意見を求めます。 

 農地別内訳ですが、６年未満が１９件、田んぼが４３筆、７万５５㎡、畑が 1０筆、

２万３，９８１㎡、６年から９年が３件、田んぼが１１筆、２万１，９６６㎡、１０

年以上が２１件、田んぼが７３筆、１４万５，２９２㎡、畑が２筆、５，１５１㎡で

す。 

 

 利用権設定 

 【受付番号６９番から７７番を議案書を基に朗読】 

 

議 長  ただいま６９番から７７番まで事務局が説明を終わりましたけれども、これらは委

員案件ですので、先にこれらを審議していただきます。何かご質問ございましたら、

ご発言願います。 

委 員 一 同 （「なし」の声） 

議 長  よろしいですか。それでは、本案を妥当と認めることにご異議ございませんか。 

委 員 一 同 （「なし」の声） 

議 長  そのように決定します。 

 それでは、事務局、続けてください。 

事 務 局 

 

 １９ページをお開きください。 

 

 利用権設定 

 【受付番号７８番を議案書を基に朗読】 

 

 以上です。 

議 長  この７８番も委員案件ですので、こちらをご審議いただきたいと思います。何かご

質問があれば、ご発言願います。 

委 員 一 同 （「なし」の声） 

議 長  再設定ですのでよろしいですか。 

委 員 一 同 （「はい」の声） 

議 長 それでは、本案を妥当と認めることにご異議ございませんか。 

委 員 一 同 （「なし」の声） 

議 長  そのように決定します。 

 それでは事務局、７９番から説明を願います。 

事 務 局  利用権設定 

 【受付番号７９番から９７番を議案書を基に朗読】 

 

 以降は再設定となりますので、少し時間を取りますので、ご審議をよろしくお願い

いたします。 

 以上です。 



議 長  ただいま説明が終わりましたけれども、７９番から９７番まで、そして、再設定が

９８番から１１１番までですけれども、何かご質問があればご発言いただきたいと思

います。阿部さん。 

阿部(聖)委員  ８４番なんですが、利用は畑になっていますけれども。 

事 務 局  こちらですけれども、その前の８２番から今のところまでは同じ方が借りるんです

よ。なので、そばを植えるということで目的が畑ということになっております。 

阿部(聖)委員  分かりました。 

議 長  そば。 

事 務 局  はい。そばを植えると。 

議 長  ほかにはございませんか。田口委員。 

田 口 委 員  ７９番の法人さんは、八幡平の方まで行くんだけれども大丈夫なんだべか。 

事 務 局  比較的管理はされてると思います、あの界隈は。 

田 口 委 員  分かりました。 

議 長  ほかには何かございませんか。ないですか。 

 事務局、９６番、今借りる畑に何かついてる。 

事 務 局 １０年前なんですけれども作付されておりますので、多分亡くなった方が作付して

いて、それができなくなったから受けたのかなと、実ったのを引き継ぎというか、多

分そういう経営継承みたいな形でもう作物はついてる農地を受けると補助金とかやっ

てましたので、そういうのも使って受けたのかなと。 

議 長  果樹か。 

事 務 局  そうですね。リンゴと書いてますね。そこちょっと詳しくは聞いてなかったので、

はい。 

議 長  ほかにお聞きになりたい点ございませんか。阿部 聖委員。 

阿部(聖)委員  ７番です。１つ確認ですけれども、受付番号の９３番、これ新規ということで上が

ってますが、私見てるにはずっと前から作っているような気がする。まあ、こうやっ

て正式に手続を取ったのが今回なのかな、新規という扱い。 

事 務 局  そうですね。新規であっせんしたということで 

阿部(聖)委員  そういうことですね。耕作はずっとしてるので。 

事 務 局  手続したほうがいいよというアドバイスをしたのかなということです。 

阿部(聖)委員  分かりました。そうであれば結構です。 

議 長  ほかにお聞きになりたい点ございませんか。よろしいですか。 

委 員 一 同 （「なし」の声） 

議 長  それでは、ないようですので、本案を妥当と認めることにご異議ございませんか。 

委 員 一 同 （「なし」の声） 

議 長  そのように決定します。 

 以上をもちまして、議案については全て終了いたしました。 

議 長  それでは、委員の皆様方から、その他、何かございましたらご発言いただきたいと

思います。 

議 長  あとはいいですか。 

委 員 一 同 （「はい」の声） 



議 長  それでは、これをもちまして総会を終了いたします。 

 どうも協力ありがとうございました。 

事 務 局  修礼を行いますので、ご起立願います。 

 修礼、礼。 

委 員 一 同  お疲れ様でした。 

 

 


